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議
院
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崎
誠
君
提
出
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
沿
い
の
巨
大
地
震
の
対
策
に
つ
い
て
報
告
書
」
及
び
日
本
原
燃
六

ヶ
所
再
処
理
工
場
の
耐
震
安
全
審
査
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
「
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
沿
い
の
巨
大
地
震
の
対
策
に
つ
い
て
報
告
書
」
及
び
日
本
原
燃

六
ヶ
所
再
処
理
工
場
の
耐
震
安
全
審
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
例
え
ば
震
度
六
強
以
上
の
揺
れ
に
対
し
て
も
十
分
な
安
全
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
」
と
の
記
載
は
、
公
共
施

設
等
に
お
け
る
耐
震
化
の
対
策
の
在
り
方
が
例
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
対
策
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該

施
設
等
の
分
野
ご
と
に
御
指
摘
の
「
報
告
書
」
を
踏
ま
え
て
所
管
省
庁
等
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
耐
震
基
準
等
に
基
づ
い
て
、

当
該
施
設
等
の
管
理
者
に
お
い
て
着
実
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
原
子
力
施
設
が

有
す
べ
き
耐
震
性
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
等
に
定
め
る
基

準
に
基
づ
き
、
基
準
地
震
動
に
よ
る
地
震
力
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
等
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
同
委
員
会
と
し
て
、
御

指
摘
の
よ
う
に
「
震
度
六
強
を
指
定
し
て
要
求
」
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
震

度
六
強
に
耐
え
ら
れ
る
の
か
」
に
つ
い
て
の
判
断
は
行
っ
て
い
な
い
。 

二
の
１
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
一
部
域
の
Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ
を
比
較
」
す
る
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日

本
原
燃
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
燃
」
と
い
う
。
）
の
再
処
理
事
業
所
再
処
理
施
設
（
以
下
「
六
ヶ
所
再
処
理
施
設
」
と

い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
る
敷
地
の
近
く
の
震
源
域
に
日
本
原
燃
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
強
震
動
生
成
域
（
以
下
「
Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ

一
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
情
報
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ
一
と
六
ヶ
所
再
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
る
敷
地
の
位
置
関
係
、
Ｓ

Ｍ
Ｇ
Ａ
一
に
お
け
る
応
力
降
下
量
等
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
り
、
六
ヶ
所
再
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
る
敷
地
に
お
け
る
地
震

動
の
影
響
を
適
切
に
評
価
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
異
な
る
方
式
で
推
定
さ
れ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
」
で
あ
る
と
し
て
も
、

Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ
一
と
内
閣
府
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
沿
い
の
巨
大
地
震
モ
デ
ル
検
討
会
で
示
さ
れ
て
い
る
日
本
海
溝
（
三
陸
・
日

高
沖
）
モ
デ
ル
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
強
震
動
生
成
域
が
、
そ
れ
ぞ
れ
六
ヶ
所
再
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
る
敷
地
と
お
お
む

ね
同
じ
位
置
関
係
に
あ
る
た
め
、
両
者
に
お
け
る
応
力
降
下
量
等
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
六
ヶ
所
再
処
理
施
設
が
設
置

さ
れ
る
敷
地
に
お
け
る
地
震
動
の
影
響
を
適
切
に
評
価
で
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
の
３
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
日
本
原
燃
に
お
い
て
、
「
震
源
断
層
を
特
定
し
た
地
震
の
強
震
動
予
測
手
法
（
「
レ
シ

ピ
」
）
」
（
平
成
二
十
八
年
六
月
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
地
震
調
査
委
員
会
作
成
）
に
沿
っ
て
、
御
指
摘
の
「
Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ

四
と
五
」
を
設
定
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
設
定
は
、
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
地
震
調
査
委
員
会
が
過

去
の
地
震
に
関
す
る
知
見
に
基
づ
い
て
三
陸
沖
か
ら
房
総
沖
に
か
け
て
の
地
震
活
動
の
長
期
評
価
を
行
う
た
め
に
区
分
し
た

震
源
域
に
対
応
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
原
燃
か
ら
平

成
二
十
六
年
一
月
七
日
付
け
で
な
さ
れ
た
再
処
理
の
事
業
に
係
る
変
更
の
許
可
を
求
め
る
申
請
の
審
査
に
お
い
て
、
当
該
設

定
の
適
否
に
つ
い
て
、
特
段
の
議
論
は
な
か
っ
た
。 

二
の
４
に
つ
い
て 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
日
本
原
燃
に
お
い
て
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
四
を
記
録
し
た
昭
和
五
十
三
年
の
宮
城

県
沖
地
震
の
情
報
を
参
照
し
、
Ｓ
Ｍ
Ｇ
Ａ
一
に
お
け
る
応
力
降
下
量
を
三
十
四
・
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
と
設
定
し
た
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全
並
び
に
我
が
国
の
安
全
保
障
に



 

４ 

 

資
す
る
た
め
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
を
図
る
べ
く
、
御
指
摘
の
「
こ
の
間
の
耐
震
安
全
審
査
の
過
程
」
を
含

め
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
中
立
公
正
な
立
場
で
の
厳
格
か
つ
適
正
な
原
子
力
施
設
に
対
す
る
審
査
の
実
施
、
当
該
審
査

に
係
る
会
合
の
資
料
、
議
事
録
等
の
適
切
な
公
開
及
び
立
地
自
治
体
等
関
係
者
へ
の
丁
寧
な
説
明
を
進
め
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 


